
(57)【要約】

【課題】被検体の過去の診断モードや診断条件を、容易

に読み出し設定することができる超音波診断システム及

び超音波撮像条件設定方法を提供する。

【解決手段】被検体に対し超音波を送受信し得られたエ

コー信号に基いて超音波画像を表示する表示部（7）と

、前記被検体が過去に診断した時の診断モードや診断条

件、診断画像を含む診断情報を記憶する記憶部（11）と

を備えた超音波診断装置と、診断の予約がされている被

検体の診断リストを作成する手段を備えたコンピュータ

と、前記超音波診断装置と前記コンピュータを接続する

通信手段とから成る超音波診断システムにおいて、ソフ

トウェア制御部（13）により前記診断リストを前記超音

波診断装置に表示させ、1つの被検体を選択する手段と

、該選択された被検体の前記診断情報を読み出す被検体

情報記憶回路（10）とを備える。

【選択図】　　　図１

JP 2004-194705 A 2004.7.15



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
被 検 体 に 対 し 超 音 波 を 送 受 信 し 得 ら れ た エ コ ー 信 号 に 基 い て 超 音 波 画 像 を 表 示 す る 手 段 と
、 前 記 被 検 体 が 過 去 に 診 断 し た 時 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 、 診 断 画 像 を 含 む 診 断 情 報 を 記
憶 す る 記 憶 手 段 と を 備 え た 超 音 波 診 断 装 置 と 、 診 断 の 予 約 が さ れ て い る 被 検 体 の 診 断 リ ス
ト を 作 成 す る 手 段 を 備 え た コ ン ピ ュ ー タ と 、 前 記 超 音 波 診 断 装 置 と 前 記 コ ン ピ ュ ー タ を 接
続 す る 通 信 手 段 と か ら 成 る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 診 断 リ ス ト を 前 記 超 音 波 診
断 装 置 に 表 示 さ せ 、 １ つ の 被 検 体 を 選 択 す る 手 段 と 、 該 選 択 さ れ た 被 検 体 の 前 記 診 断 情 報
を 読 み 出 す 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 被 検 体 の 診 断 に 要 し た 時 間 を 計 測 す る 手 段 を 備 え 、 前 記 時 間 を 前 記 コ ン ピ ュ ー タ 或 い
は 前 記 超 音 波 診 断 装 置 の 前 記 診 断 リ ス ト 上 に 表 示 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の
超 音 波 診 断 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
被 検 体 に 対 し 超 音 波 を 送 受 信 し 得 ら れ た エ コ ー 信 号 に 基 い て 超 音 波 画 像 を 表 示 す る 手 段 と
、 前 記 被 検 体 が 過 去 に 診 断 し た 時 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 、 診 断 画 像 を 含 む 診 断 情 報 を 記
憶 す る 記 憶 手 段 と を 備 え た 超 音 波 診 断 装 置 と 、 診 断 の 予 約 が さ れ て い る 被 検 体 の 診 断 リ ス
ト を 作 成 す る 手 段 を 備 え た コ ン ピ ュ ー タ と 、 前 記 超 音 波 診 断 装 置 と 前 記 コ ン ピ ュ ー タ を 接
続 す る 通 信 手 段 と か ら 成 る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム の 超 音 波 撮 像 条 件 設 定 方 法 に お い て 、 前 記
診 断 リ ス ト を 前 記 超 音 波 診 断 装 置 に 表 示 さ せ る ス テ ッ プ と 、 １ つ の 被 検 体 を 選 択 す る ス テ
ッ プ と 、 該 選 択 さ れ た 被 検 体 の 前 記 診 断 情 報 を 読 み 出 す ス テ ッ プ と 、 前 記 診 断 情 報 に 基 づ
い て 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 設 定 す る ス テ ッ プ と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 超 音 波 撮 像 条 件
設 定 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 超 音 波 診 断 シ ス テ ム 及 び 超 音 波 撮 像 条 件 設 定 方 法 に 係 り 、 特 に 過 去 に 診 断 し た
診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 容 易 に 読 み 出 し 設 定 す る こ と が で き る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム 及 び 超
音 波 撮 像 条 件 設 定 方 法 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
超 音 波 診 断 の 多 く は 、 被 検 体 の 同 一 診 断 部 位 に 対 し て 複 数 回 診 断 を 行 い 、 経 時 的 な 変 化 を
観 察 す る 。 つ ま り 病 変 を 比 較 す る 際 に は 、 過 去 に 診 断 を 行 な っ た 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 と
同 じ 設 定 で 診 断 し な け れ ば な ら な い 。 従 来 、 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 等 は カ ル テ に 記 載 し て
お り 、 カ ル テ を 参 考 に し て 診 断 の 度 に 再 度 条 件 設 定 を 行 っ て い た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
公 知 例 と し て 、 次 の 2件 が あ る 。 ま ず 第 一 に 超 音 波 診 断 装 置 の 例 で あ り 、 被 検 体 IDと 関 連
づ け て 記 憶 部 に 保 存 さ れ た 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 、 キ ー ボ ー ド か ら の 被 検 体 IDの 入 力 に
よ り 読 み 出 す 手 段 を 備 え た 超 音 波 診 断 装 置 で あ る （ 特 許 文 献 1参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 平 7-163557号 公 報
【 ０ ０ ０ ５ 】
そ し て 第 二 に 医 用 画 像 検 査 シ ス テ ム の 例 で あ り 、 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 や 診 断 画 像 を 、 関
連 し て 保 管 ・ 管 理 す る 機 能 を 備 え た 医 用 画 像 検 査 シ ス テ ム で あ る （ 特 許 文 献 2参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 特 許 文 献 ２ 】
特 開 平 9-81646号 公 報
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と し て い る 課 題 】
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し か し な が ら 、 第 一 の 公 知 例 で は 前 回 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 読 み 出 す 際 に 、 被 検 体 ID
を キ ー ボ ー ド か ら 入 力 を す る 必 要 が あ っ た 。 被 検 体 が 多 数 の 場 合 、 決 め ら れ た 短 い 診 断 時
間 内 で 、 一 人 一 人 前 回 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 、 カ ル テ を 見 な が ら 入 力 す る の は 手 間 が
か か っ た 。 ま た 、 第 二 の 公 知 例 は 、 診 断 の 予 約 管 理 を 行 な う シ ス テ ム で は な い た め 、 管 理
装 置 側 と 診 断 装 置 側 で 、 当 日 に 診 断 を 行 う 被 検 体 の 診 断 リ ス ト や 診 断 の 進 行 状 況 を 、 リ ア
ル タ イ ム に 共 有 す る こ と は で き な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
本 発 明 の 第 1の 目 的 は 、 被 検 体 の 過 去 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 、 容 易 に 読 み 出 し 設 定 す
る こ と が で き る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム 及 び 超 音 波 撮 像 条 件 設 定 方 法 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 の 第 2の 目 的 は 、 各 超 音 波 診 断 装 置 に お け る 当 日 の 診 断 リ ス ト と 診 断 の 進 行 状 況 を
、 病 院 内 の 管 理 装 置 側 と 診 断 装 置 側 で 共 有 し て 把 握 で き る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム を 提 供 す る
こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
上 記 目 的 は 、 被 検 体 に 対 し 超 音 波 を 送 受 信 し 得 ら れ た エ コ ー 信 号 に 基 い て 超 音 波 画 像 を 表
示 す る 手 段 と 、 前 記 被 検 体 が 過 去 に 診 断 し た 時 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 、 診 断 画 像 を 含 む
診 断 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と を 備 え た 超 音 波 診 断 装 置 と 、 診 断 の 予 約 が さ れ て い る 被 検
体 の 診 断 リ ス ト を 作 成 す る 手 段 を 備 え た コ ン ピ ュ ー タ と 、 前 記 超 音 波 診 断 装 置 と 前 記 コ ン
ピ ュ ー タ を 接 続 す る 通 信 手 段 と か ら 成 る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 診 断 リ ス ト を
前 記 超 音 波 診 断 装 置 に 表 示 さ せ 、 1つ の 被 検 体 を 選 択 す る 手 段 と 、 該 選 択 さ れ た 被 検 体 の
前 記 診 断 情 報 を 読 み 出 す 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム に よ っ て 達
成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 、 前 記 被 検 体 の 診 断 に 要 し た 時 間 を 計 測 す る 手 段 を 備 え 、 前 記 時 間 を 前 記 コ ン ピ ュ ー
タ 或 い は 前 記 超 音 波 診 断 装 置 の 前 記 診 断 リ ス ト 上 に 表 示 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1
記 載 の 超 音 波 診 断 シ ス テ ム に よ っ て 達 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
ま た 、 被 検 体 に 対 し 超 音 波 を 送 受 信 し 得 ら れ た エ コ ー 信 号 に 基 い て 超 音 波 画 像 を 表 示 す る
手 段 と 、 前 記 被 検 体 が 過 去 に 診 断 し た 時 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 、 診 断 画 像 を 含 む 診 断 情
報 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と を 備 え た 超 音 波 診 断 装 置 と 、 診 断 の 予 約 が さ れ て い る 被 検 体 の 診
断 リ ス ト を 作 成 す る 手 段 を 備 え た コ ン ピ ュ ー タ と 、 前 記 超 音 波 診 断 装 置 と 前 記 コ ン ピ ュ ー
タ を 接 続 す る 通 信 手 段 と か ら 成 る 超 音 波 診 断 シ ス テ ム の 超 音 波 撮 像 条 件 設 定 方 法 に お い て
、 前 記 診 断 リ ス ト を 前 記 超 音 波 診 断 装 置 に 表 示 さ せ る ス テ ッ プ と 、 1つ の 被 検 体 を 選 択 す
る ス テ ッ プ と 、 該 選 択 さ れ た 被 検 体 の 前 記 診 断 情 報 を 読 み 出 す ス テ ッ プ と 、 前 記 診 断 情 報
に 基 づ い て 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 設 定 す る ス テ ッ プ と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 超 音 波 撮
像 条 件 設 定 方 法 に よ っ て 達 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 本 発 明 の 実 施 形 態 を 図 面 に よ り 詳 細 に 説 明 す る 。
ま ず 、 本 発 明 に お い て 適 用 さ れ る 超 音 波 診 断 装 置 の 構 成 を 図 1に 示 す 。 図 1に お い て 、 1は
超 音 波 を 生 成 す る 送 信 部 、 2は 超 音 波 の 送 受 信 の 切 り 替 え を 行 う 送 受 分 離 部 、 3は 被 検 体 に
対 し て 超 音 波 を 照 射 す る 探 触 子 、 4は 被 検 体 よ り 反 射 さ れ た エ コ ー 信 号 を 受 信 す る 受 信 部
、 5は 受 信 さ れ た 信 号 の 超 音 波 白 黒 画 像 処 理 や カ ラ ー マ ッ ピ ン グ 処 理 を 行 う 信 号 処 理 部 、 6
は 前 記 処 理 さ れ た 信 号 を 画 像 デ ー タ に 変 換 す る デ ジ タ ル ス キ ャ ン コ ン バ ー タ （ 以 下 、 DSC
と 呼 ぶ 。 ） 部 、 7は 前 記 画 像 デ ー タ を 表 示 す る 表 示 部 、 8は 超 音 波 診 断 装 置 の 操 作 卓 で あ る
キ ー ボ ー ド 、 9は 超 音 波 診 断 装 置 全 体 を 制 御 す る 制 御 部 で あ る 。 更 に 10と 11は 、 被 検 体 の
過 去 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 や 診 断 画 像 を 被 検 体 IDと 関 連 づ け て 保 存 す る た め の 、 被 検 体
情 報 記 憶 回 路 と 記 憶 部 で あ る 。 ま た 、 13は 後 述 す る 予 約 管 理 セ ン タ ー に お い て 作 成 し た 診
断 リ ス ト を 表 示 部 7に 表 示 す る た め の ソ フ ト ウ エ ア を 制 御 す る ソ フ ト ウ エ ア 制 御 部 、 14は
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各 被 検 体 の 診 断 に 要 し た 時 間 を 計 測 す る た め の カ ウ ン タ 部 で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
次 に 、 本 発 明 の 実 施 形 態 に お い て 適 用 さ れ る 前 記 超 音 波 診 断 装 置 と 、 同 一 病 院 内 に 設 置 し
た 予 約 管 理 セ ン タ ー 内 の 端 末 と を 通 信 ケ ー ブ ル に よ っ て 接 続 し て 構 成 し た 超 音 波 診 断 シ ス
テ ム の 図 を 、 図 2に 示 す 。 図 2に お い て 、 左 側 は 予 約 管 理 セ ン タ ー で あ り 、 ワ ー ク ス テ ー シ
ョ ン （ 以 下 、 WSと 略 称 す る ） や パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ （ 以 下 、 PCと 略 称 す る ） 等 の 端 末
15を 設 置 し た 。 右 側 は 診 察 室 で あ り 、 超 音 波 診 断 装 置 16を 設 置 し た 。 端 末 15と 超 音 波 診 断
装 置 16は 、 例 え ば ロ ー カ ル エ リ ア ネ ッ ト ワ ー ク （ 以 下 、 LANと 略 称 す る ） 等 の 通 信 ケ ー ブ
ル 17に よ っ て 接 続 さ れ て い る 。 超 音 波 診 断 装 置 16の 操 作 卓 は 、 診 断 リ ス ト と 診 断 画 像 の 画
面 を 切 り 替 え る た め の 表 示 切 り 替 え ボ タ ン 18、 診 断 リ ス ト か ら カ ー ソ ル に よ り 被 検 体 を 選
択 す る た め の ト ラ ッ ク ボ ー ル 19、 診 断 モ ー ド ・ 診 断 条 件 入 力 ボ タ ン 20、 超 音 波 送 信 の ON、
OFFを 制 御 す る た め の フ リ ー ズ ボ タ ン 21、 診 断 の 途 中 あ る い は 終 了 し た 際 に 、 診 断 モ ー ド
や 診 断 条 件 、 診 断 画 像 を 被 検 体 IDと 関 連 づ け て 記 憶 部 11へ 書 き 込 む た め の 書 き 込 み ボ タ ン
22、 各 被 検 体 の 診 断 の 終 了 を 入 力 す る た め の 診 断 終 了 ボ タ ン 23等 よ り 構 成 し た 。
【 ０ ０ １ ５ 】
当 日 に 診 断 す る 被 検 体 の 診 断 リ ス ト は 、 予 約 管 理 セ ン タ ー に お い て 作 成 す る 。 こ の リ ス ト
は 、 被 検 体 ID、 氏 名 、 性 別 、 年 齢 、 診 断 部 位 、 参 考 診 断 時 間 、 実 診 断 時 間 を 表 示 す る も の
で あ る 。 こ こ で 、 参 考 診 断 時 間 と は 、 一 日 の 診 断 可 能 な 時 間 を 予 定 診 断 被 検 体 数 で 割 っ た
値 で あ り 、 被 検 体 一 人 あ た り の 診 断 時 間 の 目 安 と な る も の で あ る 。 こ れ に 対 し て 実 診 断 時
間 と は 、 各 々 の 被 検 体 の 診 断 に お い て 要 し た 時 間 で あ り 、 後 述 す る カ ウ ン タ 部 14に よ っ て
計 測 す る も の で あ る 。 本 発 明 の 実 施 形 態 で は 、 作 成 し た 診 断 リ ス ト は 、 通 信 ケ ー ブ ル 17を
介 し て 超 音 波 診 断 装 置 側 に 表 示 す る 。 予 約 管 理 セ ン タ ー に お い て 診 断 リ ス ト に 変 更 が あ る
場 合 に は 、 随 時 最 新 の リ ス ト を 超 音 波 診 断 装 置 に 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
診 断 リ ス ト の 表 示 例 を 図 3の 24に 示 す 。 太 線 で 囲 っ た カ ー ソ ル 25は 、 こ れ か ら 診 断 す る 被
検 体 を 選 択 す る た め の も の で あ る 。 こ の カ ー ソ ル 25を 合 せ る こ と に よ っ て 、 操 作 者 は IDマ
ニ ュ ア ル 入 力 を す る 必 要 な く 、 容 易 に 診 断 す る 被 検 体 の 選 択 を 行 う こ と が で き る 。 被 検 体
が 初 診 で あ る 場 合 に は 、 診 断 リ ス ト 24上 に は 、 被 検 体 ID、 氏 名 、 性 別 、 年 齢 の み が 表 示 さ
れ て い る が 、 被 検 体 が 2回 目 以 降 の 診 断 で あ る 場 合 に は 、 被 検 体 情 報 記 憶 回 路 10に よ り 被
検 体 の IDを 照 合 す る こ と に よ っ て 、 記 憶 部 11内 に 記 憶 さ れ て い る 過 去 の 診 断 時 の 診 断 部 位
を 表 示 で き 、 更 に 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 読 み 出 す こ と が で き る 。 ま た 、 診 断 が 終 了 し た
際 に は 、 過 去 に 診 断 を 行 っ た 際 の 診 断 画 像 を 読 み 出 し 、 1つ の 画 面 上 に い く つ か を 並 べ て
、 当 日 の 画 像 と 比 較 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
更 に 超 音 波 診 断 装 置 の 表 示 切 り 替 え ボ タ ン 18を 用 い る こ と に よ り 、 画 面 表 示 を 診 断 リ ス ト
24か ら 診 断 画 像 に 切 り 替 え る こ と が で き る 。 診 断 画 像 の 画 面 の 例 を 図 4の 26に 示 す 。 画 面
左 上 側 に 、 被 検 体 ID、 氏 名 、 診 断 部 位 を 表 示 す る 。 ま た 、 画 面 左 下 に 、 診 断 モ ー ド や 診 断
条 件 を 表 示 す る 。 被 検 体 が 初 診 で あ る 場 合 に は 、 最 初 無 記 入 で あ り 診 断 モ ー ド ・ 診 断 条 件
入 力 ボ タ ン 20に よ り 入 力 す る が 、 被 検 体 が 2回 目 以 降 の 診 断 で あ る 場 合 に は 、 前 回 の 診 断
時 に お け る 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 が 自 動 的 に 設 定 さ れ る 。 ま た 、 画 面 右 下 に 、 カ ウ ン タ 部
14に よ り 計 測 し た 時 間 を 単 位 を （ 時 ： 分 ） と し て 表 示 す る 。 カ ウ ン タ 部 14は 、 診 断 開 始 時
、 フ リ ー ズ ボ タ ン 21を 解 除 し て 超 音 波 を 被 検 体 に 照 射 し て か ら 、 診 断 終 了 時 、 診 断 終 了 ボ
タ ン 23を 押 す ま で の 実 診 断 時 間 を 計 測 す る 。 実 診 断 時 間 は 、 診 断 リ ス ト 24に 付 加 さ れ 、 更
に 通 信 ケ ー ブ ル 17を 介 し て 予 約 管 理 セ ン タ ー の 端 末 15上 の 診 断 リ ス ト 24に お い て も 表 示 さ
れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
次 に 、 本 発 明 の 実 施 形 態 に お け る 超 音 波 診 断 装 置 の 診 断 手 順 例 を 、 図 5を 用 い 説 明 す る 。
（ ス テ ッ プ １ ）
予 約 管 理 セ ン タ ー 内 の 端 末 15に お い て 作 成 さ れ た 、 診 断 日 当 日 の 診 断 リ ス ト 24（ 図 3） を
超 音 波 診 断 装 置 の 画 面 に 表 示 す る 。 診 断 リ ス ト 24は 、 ソ フ ト ウ ェ ア 制 御 部 13の 制 御 に よ り
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、 DSC部 6等 を 介 し て 表 示 部 7へ 表 示 さ れ る 。 予 約 管 理 セ ン タ ー に お い て 作 成 さ れ た 診 断 リ
ス ト に 変 更 が あ る 場 合 に は 、 随 時 最 新 の リ ス ト が 超 音 波 診 断 装 置 に 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
（ ス テ ッ プ ２ ）
診 断 リ ス ト 24上 で カ ー ソ ル 25を 合 せ る こ と に よ り 、 こ れ か ら 診 断 す る 被 検 体 を 選 択 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
（ ス テ ッ プ ３ ）
選 択 し た 被 検 体 が 初 診 で あ る 場 合 と 2回 目 以 降 で あ る 場 合 と で 、 場 合 分 け を す る 。 初 診 で
あ る 場 合 は （ ス テ ッ プ 4） へ 、 2回 目 以 降 で あ る 場 合 は （ ス テ ッ プ 6） へ 移 る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
（ ス テ ッ プ ４ ）
表 示 切 り 替 え ボ タ ン 18を 用 い 、 画 面 の 表 示 を 診 断 リ ス ト 22か ら 診 断 画 像 26に 切 り 替 え る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
（ ス テ ッ プ ５ ）
（ ス テ ッ プ 2） で 選 択 し た 被 検 体 が 初 診 で あ る 場 合 に は 、 診 断 画 像 25に お い て は 画 面 上 の
診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 欄 は 無 記 入 で あ る の で 、 診 断 モ ー ド ・ 診 断 条 件 入 力 ボ タ ン 20を 用 い
入 力 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
（ ス テ ッ プ ６ ）
表 示 切 り 替 え ボ タ ン 18を 用 い 、 画 面 の 表 示 を 診 断 リ ス ト 24か ら 診 断 画 像 26に 切 り 替 え る 。
（ ス テ ッ プ 2） で 選 択 し た 被 検 体 が 2回 目 以 降 で あ る 場 合 に は 、 過 去 に 診 断 を 行 っ た 際 の 診
断 モ ー ド や 診 断 条 件 が 、 被 検 体 情 報 記 憶 回 路 10を 用 い 、 記 憶 部 11よ り 読 み 出 さ れ 、 自 動 設
定 さ れ る 。 （ 前 回 と 違 う 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 で 診 断 を 行 う 場 合 に は 、 診 断 モ ー ド ・ 診 断
条 件 入 力 ボ タ ン 20を 用 い 再 入 力 す る 。 ）
【 ０ ０ ２ ４ 】
（ ス テ ッ プ ７ ）
フ リ ー ズ ボ タ ン 21を 解 除 す る こ と に よ り 、 探 触 子 か ら 超 音 波 が 送 信 さ れ 診 断 が 開 始 さ れ る
。 同 時 に 連 動 し て 制 御 さ れ て い る カ ウ ン タ 部 14が 、 診 断 に 要 し た 時 間 を 計 測 す る た め に カ
ウ ン ト を 始 め る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
（ ス テ ッ プ ８ ）
診 断 の 途 中 に 診 断 条 件 を 変 え る 等 の 理 由 で 超 音 波 の 送 信 を 止 め る 時 は 、 フ リ ー ズ ボ タ ン 21
を 押 し 、 診 断 を 中 止 す る 。 そ の 時 も 、 カ ウ ン タ 部 14で の カ ウ ン ト は ス ト ッ プ し な い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
（ ス テ ッ プ ９ ）
診 断 の 途 中 あ る い は 終 了 し た 際 に 、 診 断 画 像 を 保 存 し た い 場 合 に は 、 書 き 込 み ボ タ ン 22を
押 す こ と に よ り 、 被 検 体 ID等 と 関 連 づ け て 、 被 検 体 情 報 記 憶 回 路 10を 用 い 記 憶 部 11に 記 憶
す る 。 同 時 に 診 断 し た 際 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 も 記 憶 す る 。
（ ス テ ッ プ １ ０ ）
各 被 検 体 の す べ て の 診 断 が 終 了 す る と 、 診 断 終 了 ボ タ ン 23を 押 す 。 こ の こ と に よ っ て 、 カ
ウ ン タ 部 14の カ ウ ン ト が 中 止 さ れ 、 実 診 断 時 間 を 記 憶 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
（ ス テ ッ プ １ １ ）
表 示 切 り 替 え ボ タ ン 18を 押 す と 、 再 び 診 断 リ ス ト 22が 画 面 上 に 表 示 す る 。 そ の 際 に 、 カ ウ
ン タ 部 で 計 測 し た 実 診 断 時 間 が リ ス ト 上 に 付 加 さ れ る 。 こ の 時 間 は 、 通 信 ケ ー ブ ル 17を 介
し て 予 約 管 理 セ ン タ ー の 端 末 15に 表 示 し た 診 断 リ ス ト 上 で も 見 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
（ ス テ ッ プ １ ２ ）
診 断 し た 被 検 体 が 初 診 で あ る 場 合 と 2回 目 以 降 で あ る 場 合 と で 、 場 合 分 け を す る 。 初 診 で
あ る 場 合 は （ エ ン ド ） へ 、 2回 目 以 降 で あ る 場 合 は （ ス テ ッ プ 13） へ 移 る 。
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【 ０ ０ ２ ９ 】
（ ス テ ッ プ １ ３ ）
診 断 し た 被 検 体 が 2回 目 以 降 で あ る 場 合 に は 1つ の 画 面 上 に 、 過 去 に 被 検 体 を 診 断 し た 際 に
保 存 さ れ て い た 画 像 と 当 日 の 画 像 と を 並 べ る こ と に よ り 、 比 較 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
以 上 の よ う に 、 本 発 明 で は 超 音 波 診 断 装 置 と 、 同 一 病 院 内 に 設 置 さ れ た 予 約 管 理 セ ン タ ー
内 の 端 末 と を 通 信 ケ ー ブ ル で 接 続 し た 超 音 波 診 断 シ ス テ ム に お い て 、 予 約 管 理 セ ン タ ー の
端 末 に お い て 作 成 し た 診 断 リ ス ト を リ ア ル タ イ ム に 超 音 波 診 断 装 置 の 画 面 上 で 表 示 で き る
よ う に し た の で 、 最 新 の 診 断 リ ス ト を 超 音 波 診 断 装 置 側 で 得 る こ と が 可 能 と な り 、 そ の 診
断 リ ス ト か ら カ ー ソ ル を 用 い る こ と に よ っ て 被 検 体 を 選 択 で き る の で 、 容 易 に 過 去 に 診 断
を 行 な っ た 際 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 、 診 断 画 像 を 読 み 出 す こ と が 可 能 と な っ た 。
【 ０ ０ ３ １ 】
さ ら に 本 発 明 で は 、 超 音 波 診 断 装 置 内 に 設 置 さ れ た カ ウ ン タ 部 に よ っ て 、 各 被 検 体 の 実 診
断 時 間 を 計 測 で き る よ う に し 、 そ の 時 間 を 予 約 管 理 セ ン タ ー の 端 末 で も 表 示 で き る よ う に
し た の で 、 予 約 管 理 セ ン タ ー 側 で も 各 超 音 波 診 断 装 置 に お け る 被 検 体 診 断 の 進 行 状 況 を 把
握 す る こ と が 可 能 と な っ た 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
本 発 明 は 上 記 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 本 発 明 の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 で 種 種
に 変 形 し て 実 施 で き る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た 如 く 、 本 発 明 に よ れ ば 、 被 検 体 の 過 去 の 診 断 モ ー ド や 診 断 条 件 を 容 易 に 読 み
出 す こ と が で き る 。 ま た 、 各 超 音 波 診 断 装 置 に お け る 当 日 の 診 断 リ ス ト と 診 断 の 進 行 状 況
を 、 病 院 内 の 管 理 装 置 側 と 診 断 装 置 側 で 共 有 し て 把 握 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 に お け る 超 音 波 診 断 装 置 の 構 成 図 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 に お け る 予 約 管 理 セ ン タ ー 内 の 端 末 と 、 診 察 室 内 の 超 音 波 診 断
装 置 を 接 続 し た 超 音 波 診 断 シ ス テ ム の 図 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 に お け る 診 断 リ ス ト の 表 示 図 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 に お け る 診 断 画 像 の 表 示 図 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 に お け る 超 音 波 診 断 装 置 を 用 い た 診 断 手 順 を 示 す 図 。
【 符 号 の 説 明 】
１ ３ … ソ フ ト ウ エ ア 制 御 部
１ ４ … カ ウ ン タ 部
１ ８ … 表 示 切 り 替 え ボ タ ン
２ ３ … 診 断 終 了 ボ タ ン
２ ４ … 診 断 リ ス ト
２ ５ … カ ー ソ ル
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种超声波诊断系统和超声波成像条件设置方法，其
能够容易地读取和设置对象的过去诊断模式和诊断条件。 解决方案：显
示单元（7），用于基于回波信号显示超声图像，该回波信号是通过向受
试者发送超声波和从受试者接收超声波而获得的回波信号，诊断模式和
先前诊断出受试者时的诊断状况， 一种超声波诊断设备，包括：存储单
元（11），其存储包括诊断图像的诊断信息；计算机，其包括创建为其
保留诊断的对象的诊断列表的单元；以及超声波诊断 在由设备和用于连
接计算机的通信装置组成的超声诊断系统中，用于通过软件控制单元
（13）在超声诊断设备上显示诊断列表来选择一个对象的装置，以及该
选择。 以及对象信息存储电路（10），用于读取对象的诊断信息。 [选
型图]图1
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